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事業の概要、進捗状況

■橋本市中心市街地の交通安全の確保

約60％（平成22年3月現在）事業進捗率

42億円全体事業費

8,400台/日計画交通量

平成16年度工事着手

昭和60年4月都市計画決定

平成14年度用地着手

区間

はしもと こ さ だ

（起）和歌山県橋本市古佐田
はし もと とう げ

（終）和歌山県橋本市東家

道路延長 Ｌ＝1.0km

構造規格 第3種第2級

設計速度 60km/h

車 線 数 2車線

標準幅員 Ｗ＝15.0～18.0m

事 業 化 平成13年度

用地取得率 約74％（金額ベース：同上）

１．事業の概要
事業の目的 位置図
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大和街道環境整備

標準断面図 【単位：ｍ】

【現状 歩道未整備】

【整備後 両側歩道整備】

15.0



大和街道環境整備 L=1.0km
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■橋本市の中心市街地では、平成8年度より、地域活性化、災害・交通に関する安全・安心の向上等を
目的に「土地区画整理事業」が実施されています。また、平成18年度には、歩行者の移動円滑化を図
るため、「交通バリアフリー基本構想」が策定されています。

■大和街道環境整備は、これらの事業と一体的に整備を行う事業です。

●橋本市交通バリアフリー基本構想
⇒橋本市の玄関口である橋本駅のバリアフリー化
⇒駅から公共施設等への移動経路のバリアフリー化

H22.9.29撮影

●橋本市中心市街地土地区画整理事業
⇒地区内の幹線道路の歩道、区画道路の整備

による安全な歩行動線の確保
⇒橋本市の玄関口として、市の中核的な

商業地づくり、良好な住環境の形成
⇒細街路の解消による防災機能の向上

H22.9.29撮影
細街路

１．事業の概要

事業区間内で実施中の事業

土地区画整理事業
（現在事業中）
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２．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

■橋本市は大阪府のベッドタウンとして郊外に多くの新興住宅の建設が進められており、昭和60年以降
県人口は減少傾向ですが、橋本市は増加しており、現在、県下３位の人口規模となっています。

■一方、市中心部の街並みは従来のままであり、紀北東部地域の核都市として更なる活性化に向けた
更新が求められています。

橋本市の15歳以上就業者･通学者の従業・通学先内訳
出典：国勢調査H17

橋本市
19,521人
(54%)

大阪府
11,050人
(30%)

奈良県
2,005人(6%)

その他
2,351人
(6%)

かつらぎ町
1,412人(4%)

橋本市及びその周辺地域における常住人口の推移
出典：H21年版 和歌山県統計年鑑
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出典：道路交通センサス（H2,6,9,11,17）
交通実態調査(H20.2.13)

２．事業の必要性等に関する視点
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
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■自転車対歩行者の事故件数がここ10年間で約4.5倍に増加するなど、近年、自転車が関連する事故が
増加傾向にあります。

■橋本市東家区間では、ここ10年間で自転車・歩行者交通量がとも増加しており、歩道の無い区間の自
転車歩行車道整備の必要性が高まっています。

①

②
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（倍）

全事故
件数

自転車対
歩行者

事故件数

H10 H20 H10 H20

803,878件

766,147件 661件

2,942件

約0.95倍

約4.5倍

●全国の交通事故件数の推移

出典：警察庁資料

②

H21.6.9撮影

①

H21.6.9撮影
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橋本市東家（歩道設置） 自転車歩行者交通量

自転車歩行車道
未整備

大和街道環境整備事業区間

危険な状態となる
500～700台/日※1

を超過

11,980台/12h
混雑度1.2

※1「道路構造令」の解説と運用
※2 H22.11.18ﾋﾟｰｸ時交通量調査より算出した値

（H20.2.13調査）

※2



２）事業の整備効果【橋本市中心市街地の交通安全の確保】

２．事業の必要性等に関する視点

■当該事業により歩道を設置することで、橋本駅と東西方向が概ね歩道で連絡され、通勤・通学
時などにおいて安全な歩行空間が確保されます。

■特に、市役所などの市中心部と橋本駅が連絡されることで、利便性が向上します。

大和街道環境整備

JR・南海橋本駅

出典：橋本市交通バリアフリー基本構想 平成18年2月

：現在歩道のある区間
：土地区画整理事業（橋本市）にて歩道が設置される区間
：大和街道環境整備において歩道が設置される区間
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２）事業の整備効果【橋本市中心市街地の交通安全の確保】

２．事業の必要性等に関する視点

■橋本市役所周辺の歩道設置区間は、事業区間と比較して人対車両の事故件数が少なく、大和街
道環境整備により、人対車両の事故件数の減少が期待されます。

■また、事業区間では混雑時平均旅行速度は23.8km/hとなっており速度低下が生じていますが、
歩道、右折レーンの整備により、旅行速度の改善が期待されます。
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歩道設置区間と歩道未設置区間の死傷事故件数及び人対車両の死傷事故件数内訳
資料 交通事故統合データベース（H16～H20）

①
②

①H22.9.29撮影

混雑時平均旅行速度が
23.8km/h（18時台）に低下

（法定速度40km/h）
出典：H17道路交通センサス

② H22.9.29撮影

車両走行
速度の低下

人と車両
の錯綜
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歩道設置区間

歩道未設置区間



※１ 便益・費用については、現在価値化した値である
※２ 便益・費用の合計値については、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある
※３ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している

２．事業の必要性等に関する視点
３）事業の投資効果

■便益（Ｂ）
費用便益分析マニュアルに基づき、現時点における知見により、十分な精度で計測が可能でかつ金
銭表現が可能である「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」について、道路整備の有
無それぞれについて推計し算出。

■費用（Ｃ）
道路整備に係る建設費、及び維持管理費で算出。

■算出条件等

基準年 ：平成22年度
検討期間 ：50年間
現在価値算出のための

社会的割引率：４％
交通量の推計時点 ：平成42年度
推計に用いた資料 ：平成17年度

道路交通センサス
適用した費用便益分析

マニュアル：平成20年11月版
事業費 ：42億円
維持管理費 ：27百万円/km
作成主体 ：近畿地方整備局
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■事業全体
走行時間
短縮便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

52億円 0.01億円 56億円 

総費用

47億円 

■残事業
走行時間
短縮便益

交通事故
減少便益

総便益
費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

52億円 0.01億円 56億円 

総費用

15億円 

便益（Ｂ）

走行経費
減少便益

3.2億円 

3.6
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費

10億円 4.9億円 

便益（Ｂ）

走行経費
減少便益

3.2億円 

1.2
費用（Ｃ）

事業費 維持管理費

42億円 4.9億円 



２．事業の必要性等に関する視点
４）関係自治体の意見等
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地域計画等への位置付け
■橋本市中心市街地地区区画整理事業（平成6年11月25日 都市計画決定）
■橋本市歴史街道モデル事業（平成7年3月）
■橋本市交通バリアフリー基本構想（平成18年2月）

■和歌山県知事
平成22年11月5日 県総第378号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会
について（回答）

１．対応方針（原案）に対する意見

国道２４号大和街道環境整備は、橋本市が進めている土地区画整理事業と

一体的に整備する必要があるため、対応方針（原案）のとおり、事業継続が

妥当と考えます。

なお、事業実施にあたっては、コスト縮減に努め早期完成を図られるよう

お願いします。



３．事業進捗の見込みの視点
■大和街道環境整備は、平成16年度に工事着手し、現在御殿橋における上部工事を推進すると
ともに、公共施設管理者負担金による用地買収を推進しています。

■引き続き工事及び用地買収を推進し、早期の供用を目指します。
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御殿橋工事進捗写真

H22.9.29撮影

：写真撮影方向

区間

用地

測量・設計

工事

・平成14年度用地買収着手(公共施設管理者負担金制度）
・用地進捗率：74％

L=1.0km

・平成16年度工事着手（御殿橋架替）
・橋梁上部工事推進中
・用地買収推進中（公共施設管理者負担金制度）

・平成15年度 御殿橋橋梁詳細設計完了



H.W.L※H.W.L※

４．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

大和街道環境整備は、御殿橋の拡幅を架替に変更する必要が生じ、全体事業費は増
額となる一方で、橋梁上部工の構造変更などを実施し、コスト縮減にも努めてきました。
増額を 小限に抑えるため、引き続きコスト縮減に努めながら事業を推進していきます。

【全体事業費の変更】
３５億円(変更前）＋約７億円（増加）－約０．０８億円（縮減）＝約４２億円

■主な増額要因

御殿橋

大和街道環境整備 L=1.0km
【対策位置図】

かさ上げ36m
・当初計画（既存橋梁の拡幅）

橋長：36m
幅員：18m

橋長：42m
幅員：18m

36m 6m

拡幅

現橋梁幅

拡幅

橋梁架替

5m

8m

5m

18m

橋長延伸

・変更後（橋梁の架替）

【河川改修に伴う流水面積拡大により、橋梁を拡幅から架替に変更（約6億円）+架替に伴う迂回路設置のための用地補償費（約1億円）】

※H.W.L：計画上の 高の水位

【旧橋の橋台杭活用による杭本数削減（0.02億円）】

●縮減前 PC単純床版 ●縮減後 鋼とコンクリートの
合成床版

コンクリート製の中空桁

T型鋼

コンクリート

【橋梁上部構造の変更（0.06億円）】

■主な縮減対策
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５．対応方針（原案） 国道24号 大和街道環境整備

大和街道環境整備は、事業の必要性等に関する視点、事業の
進捗の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の供用を目指すことが適切である。

事 業 継 続

１．事業の必要性等に関する視点

・大和街道環境整備は、橋本市中心市街地で実施されている土地区画整理事業、交通バ
リアフリー基本構想と一体的に整備を行う事業。
・幹線道路としての役割を果たす国道24号に歩道が設置され、歩行者・自転車の安全性、
利便性の向上が期待される。
・費用便益比（Ｂ／Ｃ）は、事業全体で１．２、残事業で３．６。

２．事業進捗の見込みの視点

・御殿橋架替においては、橋梁上部工を推進中である。
・他の区間についても、公共施設管理者負担金による用地買収の推進及び工事を推進し
ており、早期の供用を目指す。
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